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第
五
節 

民
俗
芸
能
、
娯
楽 

 

１ 

獅 

子 

舞 

  

町
内
の
各
部
落
に
は
夫
々
鎮
守
が
あ
り
、
春
か
秋
に
お
祭
り
を
行
っ
て
い
る
。
お
祭
り
に
は
、
殆
ど
例
外
な
く
獅
子
舞
い
が
出
た
。

当
地
方
の
獅
子
舞
の
よ
う
に
、
大
き
な
幕
の
中
に
多
く
の
人
が
入
っ
て
舞
う
獅
子
を
百
足
獅
子
と
い
う
が
、
百
足
獅
子
の
舞
い
方
に

は
七
・
五
・
三
の
舞
と
蛇
頭
の
舞
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
独
特
の
良
さ
が
あ
っ
て
、
見
る
人
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
、
祭
り
に
は
欠
か

せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
最
近
は
舞
い
手
が
い
な
く
な
っ
て
、
獅
子
舞
を
出
せ
な
い
部
落
が
あ
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

本
町
の
獅
子
舞
も
、
七
・
五
・
三
の
舞
と
蛇
頭
の
舞
に
分
け
ら
れ
、
昔
な
が
ら
の
舞
い
方
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
喜
ぶ
べ
き
こ

と
で
、
こ
の
舞
の
保
存
の
た
め
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
三
日
、
鮎
貝
八
幡
神
社
の
七
・
五
・
三
の
舞
と
、
浅
立
諏
訪
神
社
の
蛇
頭
の

舞
を
、
白
鷹
町
指
定
無
形
文
化
財
と
し
、
永
く
そ
の
伝
統
的
な
舞
の
保
存
継
承
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ

の
舞
い
に
つ
い
て
概
説
し
て
み
よ
う
。 

鮎
貝
八
幡
神
社
の
獅
子
舞
は
、
七
・
五
・
三
の
舞
で
あ
る
。
七
・
五
・
三
の
舞
と
は
、
舞
い
手
の
足
の
運
び
方

か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
、
第

17
図
の
よ
う
に
、
七
歩
進
ん
で
、
五
歩
退
き
、
三
歩
で
元
の
位
置

に
戻
る
足
ど
り
に
な
る
。
こ
れ
を
「
七
進
五
退
三
転
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
舞
の
歴
史
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
「
神
社
誌
」
、
獅
子
頭
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
古
い
も
の
で
あ
る
。 

 
 

鮎
貝
八
幡
神 

社

獅

子

舞 
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⑴ 

獅 

子 

頭 

 

獅
子
頭
は
唐
獅
子
で
、
雄
獅
子
と
雌
獅
子
と
が
あ
る
。
舞
に
出
る
の
は
雄
獅
子
で
、

雌
獅
子
は
舞
に
は
出
な
い
。
ど
ち
ら
も
檜
彫
に
布
を
貼
り
、
そ
れ
に
朱
を
塗
っ
た
も

の
で
、
重
さ
は
二
貫
匁
（
七
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
あ
る
。
雄
獅
子
は
真
白
な
た
て
髪

を
着
け
、
耳
は
赤
い
。
雌
獅
子
は
、
た
て
髪
が
な
く
、
耳
は
黒
い
。
雄
獅
子
・
雌
獅

子
共
に
勇
猛
な
形
相
で
、
悪
魔
病
魔
を
退
散
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
雄
獅
子
が
舞

に
出
て
い
る
間
、
雌
獅
子
は
本
殿
で
待
っ
て
い
る
。 

 

現
在
の
獅
子
頭
の
作
者
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
京
都
公

卿
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
鮎
貝
宮
城
助
四
郎
が
青
苧
販
売
の
た
め
京
に
上
っ
た

折
り
に
、
こ
の
獅
子
頭
を
求
め
、
舞
い
方
を
伝
授
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

八
幡
宮
に
は
こ
の
他
、
さ
ら
に
古
い
獅
子
頭
が
あ
る
。
形
も
最
近
の
も
の
と
は
大
分
異
な
り
、
平
べ
っ
た
い
形
が
特
徴
で
、
い
か

め
し
さ
に
は
欠
け
る
が
、
そ
れ
な
り
に
味
が
あ
る
。
昭
和
五
十
年
末
、
こ
の
獅
子
頭
の
写
真
を
撮
り
、
文
化
庁
美
術
工
芸
課
田
辺
三

郎
助
氏
に
送
っ
て
、
そ
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
の
意
見
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、「
桃
山
―
江
戸
初
期
期
あ
た
り
の
ロ
ー
カ
ル
な
作
品
」
と

の
事
で
あ
っ
た
。
写
真
に
よ
る
推
定
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
年
代
よ
り
更
に
遡
り
得
る
要
素
を
持
っ
た
こ
と
に
な

る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
古
い
歴
史
を
も
つ
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
ろ
う
。 

 

⑵ 

七
五
三
の
舞 

 

七
・
五
・
三
の
舞
は
先
述
の
通
り
、
七
進
五
退
三
転
か
ら
出
た
名
称
で
あ
る
。
こ
の
動
作
を
三
回
繰
り
返
す
と
「
負
う
」
態
勢
に
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入
る
。
「
負
う
」
と
は
気
負
う
こ
と
で
、
獅
子
は
一
段
と
勢
を
ま
し
、
荒
々
し
く
、
激
し
く
上
下
動
す
る
。
見
て
も
面
白
い
場
面
で
、

普
通
「
ダ
タ
ン
コ
」
と
い
う
。
ダ
タ
ン
コ
が
終
る
ま
で
一
舞
い
で
あ
る
が
、
五
、
六
年
以
上
の
経
験
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
続
い

て
舞
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ダ
タ
ン
コ
に
入
る
前
の
五
退
の
第
一
歩
の
と
き
、
舞
い
手
は
獅
子
頭
を
勢
よ
く
引
い
て
合
図
す
る
。
こ

れ
を
「
巻
く
」
と
い
う
。 

 

獅
子
が
街
に
出
て
、
各
家
々
の
門
前
で
舞
い
、
次
の
家
に
移
る
と
き
、
ま
た
は
、
獅
子
が
本
殿
に
入
る
と
き
、「
見
返
し
」
と
よ
ば

れ
る
舞
を
す
る
。
名
残
り
を
惜
し
む
風
情
が
に
じ
み
出
る
も
の
で
、
一
五
年
以
上
の
ベ
テ
ラ
ン
で
な
け
れ
ば
舞
え
な
い
と
い
う
。「
見

返
し
」
に
は
、
定
ま
っ
た
型
が
な
い
だ
け
に
難
し
い
。 

 

⑶ 

祭
り
に
お
け
る
獅
子
関
係
の
行
事 

 
 

 

❶
精
進
が
た
め 

 

祭
り
の
一
週
間
前
に
一
同
集
合
、
打
合
せ
の
後
一
献
く
み
か
わ
し
て
精
進
が
た
め
を
す
る
。
こ
の
後
は
、
祭
典
が
終
え
る
ま
で
肉
・

魚
を
断
ち
、
精
進
生
活
に
入
る
。 

 
 

 

❷
練 

習 

 

伝
統
あ
る
獅
子
舞
い
の
保
存
継
承
は
、
練
習
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
。
一
週
間
毎
晩
神
社
の
境
内
で
、
舞
い
手
・
口
取
り
・
笛
・

太
鼓
全
員
が
練
習
す
る
。
獅
子
頭
も
毎
晩
出
て
監
督
す
る
。 

 
 

 

❸
幕
付
け 

 

夜
祭
り
の
昼
過
ぎ
社
務
所
に
集
合
、
幕
付
け
を
す
る
。
幕
は
、
雪
紋
様
の
つ
い
た
木
綿
布
一
三
反
を
縫
い
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。

幕
付
け
が
済
む
と
、
獅
子
頭
を
酒
で
拭
き
清
め
る
。 

 
 

 

❹
祭 

り 
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獅
子
舞
は
、
夜
祭
り
と
昼
祭
り
に
出
る
。
夜
祭
り
に
は
街
中
を
廻
り
、
予
め
定
め
て
あ
る
「
踏
み
場
」
で
舞
う
。
昼
祭
り
は
境
内

の
み
で
、
堂
め
ぐ
り
を
三
回
す
る
。
昼
祭
り
の
後
、
獅
子
連
の
永
年
勤
続
者
の
表
彰
を
行
う
。 

 
 

 
❺
ス
ド
ケ
（
精
進
お
り
） 

 

祭
り
の
翌
日
、
獅
子
連
一
同
が
会
合
し
、
精
進
お
り
を
す
る
。
こ
の
と
き
「
ト
ウ
ワ
タ
シ
」
が
行
な
わ
れ
る
。
当
番
を
申
し
送
る

行
事
で
、
謡
を
う
た
い
、
盃
を
交
換
し
て
新
し
い
当
番
が
誕
生
、
一
年
間
諸
連
絡
に
当
る
。 

諏
訪
神
社
の
獅
子
舞
は
、
蛇
頭
の
舞
で
あ
る
。
「
ジ
ャ
ガ
シ
シ
」
ま
た
は
「
ジ
ャ
ガ
ッ
シ
ャ
」
と
呼
ば
れ
る
蛇
頭

の
舞
の
特
徴
は
、
蛇
が
地
面
を
這
う
よ
う
な
動
き
に
あ
る
。
七
・
五
・
三
の
舞
の
上
下
動
に
対
し
、
蛇
頭
の
舞 

は
平
面
上
の
動
き
で
あ
る
。
緩
急
お
り
ま
ぜ
、
蛇
行
し
な
が
ら
周
囲
を
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
舞
う
様
は
、
ま
さ
し
く
諏
訪
明

神
の
化
身
と
見
え
る
。
見
る
人
が
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
る
の
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。
以
下
、
祭
り
時
に
お
け
る
獅
子
の
様
子
を
み

よ
う
。 

 

⑴ 

獅 

子 

連 

 

総
勢
二
五
人
。
希
望
者
で
組
織
し
て
い
る
。
祭
日
前
の
精
進
は
別
に
規
定
し
な
い
。
三
日
前
か
ら
練
習
に
入
り
、
社
前
で
稽
古
用

獅
子
頭
を
も
っ
て
練
習
を
す
る
。
太
鼓
、
笛
も
一
緒
に
練
習
す
る
。 

 

祭
り
当
日
の
服
装
は
、
白
装
束
に
、
脚
絆
を
つ
け
、
白
足
袋
・
わ
ら
じ
履
き
で
あ
る
。 

 

⑵ 

蛇
頭
の
舞 

 

夜
祭
り
の
昼
食
後
集
ま
っ
て
、
幕
付
け
を
す
る
。
そ
の
後
、
酒
で
獅
子
頭
を
磨
き
、
社
殿
に
納
め
て
お
く
。 

 

獅
子
が
社
殿
か
ら
出
る
時
は
、
最
初
に
獅
子
頭
が
受
取
り
、
石
段
の
上
で
六
回
「
見
返
し
」
を
す
る
。
七
・
五
・
三
の
見
返
し
と

異
な
り
、
石
段
の
中
央
か
ら
右
に
進
み
、
端
の
所
で
見
返
し
、
中
央
に
戻
り
、
次
い
で
左
端
ま
で
進
ん
で
見
返
し
を
す
る
。
こ
の
動

浅
立
諏
訪
神 

社
の
獅
子
舞 
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作
を
合
せ
て
六
回
繰
り
返
す
。
見
返
し
の
際
は
、
獅
子
頭
を
高
く
持
ち
上
げ
、
周
囲
を
見
返
す
様
を
演
ず
る
も
の
で
、
蛇
頭
の
舞
の

一
つ
の
見
所
で
あ
る
。
獅
子
が
前
に
進
む
と
き
は
、
獅
子
の
前
に
い
る
「
相
撲
」
の
背
中
に
合
図
を
送
る
。
こ
う
し
て
社
殿
を
出
た

獅
子
は
、
村
へ
出
る
が
、
途
中
、
鳥
居
前
の
太
鼓
橋
、
国
道
入
口
で
見
返
し
を
六
回
ず
つ
繰
り
返
す
。 

 

舞
い
方
に
つ
い
て
、
足
取
り
な
ど
の
規
定
は
な
く
、
蛇
体
が
進
む
様
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
動
く
。
あ
る
時
は
真
直
に
、
あ
る
時

は
蛇
行
し
、
ま
た
あ
る
時
は
後
退
す
る
と
見
せ
て
前
進
し
た
り
、
自
由
自
在
の
動
き
に
な
る
。
腰
を
据
え
て
舞
う
の
が
大
切
だ
と
い

う
。
腰
が
ふ
ら
つ
く
と
、
獅
子
頭
が
上
を
向
き
、
舞
い
に
魂
が
入
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

蛇
頭
の
舞
の
見
所
の
一
つ
に
、
「
荒
び
獅
子
」
が
あ
る
。
獅
子
が
荒
れ
る
と
き
は
、
足
取
り
が
せ
わ
し
く
、
荒
々
し
く
な
る
。
そ
し

て
、
笛
・
太
鼓
の
方
を
向
い
て
、
大
き
く
口
を
開
け
、
「
バ
ク
ッ
」
と
閉
じ
る
。
す
る
と
、
笛
・
太
鼓
は
そ
こ
か
ら
調
子
を
変
え
る
の

で
、
獅
子
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
荒
び
始
め
る
。
笛
・
太
鼓
の
調
子
が
替
ら
な
い
と
、
荒
び
獅
子
に
は
な
れ
な
い
。
最
初
だ
け
は
笛
・

太
鼓
が
基
準
に
な
り
、
二
回
目
以
後
は
獅
子
中
心
と
な
る
。 

 

獅
子
舞
は
、
夜
ま
つ
り
と
昼
祭
り
と
二
回
出
る
が
、
獅
子
に
は
相
撲
の
他
、
獅
子
看
板
・
か
ら
く
さ
看
板
・
す
え
う
ろ
こ
・
す
そ

か
じ
う
ろ
こ
・
う
ろ
こ
看
板
な
ど
が
付
く
。
う
ろ
こ
看
板
が
、
看
板
の
総
取
締
り
役
で
あ
る
。 

 

蛇
頭
の
舞
は
自
由
で
奔
放
で
あ
る
。 

 

２ 

民 

俗 

舞 

踊 

  

い
つ
の
世
に
も
、
人
間
が
生
活
し
て
ゆ
く
上
に
は
娯
楽
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
疲
れ
の
慰
安
で
あ
り
、
明
日
へ
の
活

力
と
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
も
テ
レ
ビ
も
無
か
っ
た
頃
と
て
、
同
じ
で
あ
っ
た
。 
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そ
の
頃
の
娯
楽
は
、
主
と
し
て
芸
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
萩
野
村
文
書
に
、
次
の
よ
う
な
興
行
届
が
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

興 

行 

届 

 
 

一
、
興
行
の
種
目 

手
人
形 

 
 

一
、
興
行
の
場
所 

白
鷹
村
大
字
萩
野
一
、
五
五
〇
番
地 

 
 

一
、
興
行
の
時
間 

明
治
三
十
八
年
九
月
二
十
二
日
午
後
六
時
よ
り
十
二
時
ま
で 

 
 

一
、
木 

戸 
銭 

壱
人
ニ
付
金
弐
銭 

一
、
此 

税 
金 

四
拾
銭 

右
興
行
致
シ
度
候
間
税
金
相
添
此
段
御
届
仕
候
也 

 
 

 
 

 

明
治
三
十
八
年
九
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

右
届
人 

 

佐

藤

亀

吉 

 
 

 
 

 
 

 

白
鷹
村
長 

人
見
其
次
殿 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

文
殊
堂
祭
礼
ニ
ツ
キ
手
踊
寄
席
致
シ
度
儀
ニ
付
願 

 
 

来
ル
十
月
一
日
ヨ
リ
同
三
日
迄
三
日
間
当
村
文
殊
堂
拝
殿
ニ
於
テ
手
踊
寄
席
仕
木
戸
銭
弐
銭
ツ
ツ
受
取
為
相
見
度
存
候
間
御
成
規
ノ
寄
席

税
金
御
上
納
被
仰
付
御
許
可
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也 

 
 

 
 

 

明
治
十
年
九
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鮎
貝
村
願
人 

 

片

倉

甚

右

エ

門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

右 

里 

正 
 

岩

沼 

大

之

助 

 
 

 
 

 

山
形
県
令
三
島
通
庸
代
理 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
形
県
大
書
記
官 

 

薄
井 

竜
之
殿 

  

こ
れ
に
よ
る
と
、
手
人
形
・
手
踊
な
ど
に
人
気
が
あ
っ
た
も
の
と
み
え
、
午
後
六
時
か
ら
十
二
時
ま
で
と
か
、
三
日
間
の
興
行
と

か
驚
ろ
く
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
。
こ
う
し
た
興
行
物
と
は
別
に
、
信
心
か
ら
村
民
が
神
社
へ
奉
納
す
る
形
で
行
な
わ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
以
下
概
説
す
る
。 
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⑴ 

栃 

窪 

奴 

 
栃
窪
奴
は
鮎
貝
八
幡
様
の
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、
全
員
栃
窪
を
あ
ら
わ
す

○ト
の
帯
を
し
め
て
い
た
。
行
列
の
順
序
は
、
第

19
図
の
通
り
で
あ
っ
た
。 

 

槍
の
長
さ
が
二
間
（
四
メ
ー
ト
ル
）
あ
っ
た
の
で
、
十
余
人
の
槍
持
が
二
間
お
き
に
並
ぶ
た
め
、
随
分
長
い
行
列
で
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
奴
ふ
り
は
山
口
奴
か
ら
の
分
流
で
あ
る
ら
し
い
。
山
口
奴
も
、
以
前
に
は
祭
礼
時
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

⑵ 

松
岡
田
植
踊 

 

こ
の
田
植
踊
は
、
大
正
の
末
、
畔
藤
の
菅
原
惣
七
が
吉
野
村
小
滝
か
ら

移
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
畔
藤
、
雷
神
社
の
祭
礼
に
は
、
毎
年
奉
納
さ
れ
、

そ
の
後
で
、
部
落
の
家
々
を
廻
る
。 

 

一
行
の
人
数
・
持
ち
物
・
服
装
は
、
第

5
表
の
通
り
で
あ
る
。 

 

道
行
き
に
入
っ
て
、
一
般
の
家
で
は
七
人
で
踊
る
が
、
菅
原
惣
七
家
、

踊
り
手
の
家
及
び
神
社
に
奉
納
す
る
時
は
全
員
で
踊
る
。
踊
り
の
体
形
は
第

21
図
で
あ
る
。 

 

踊
り
は
、
踊
り
手
の
口
上
、
歌
い
手
の
唄
と
踊
り
が
交
互
に
披
露
さ
れ
、
間
に
賞
め
言
葉
、
返
し
言
葉
が
入
り
、
華
や
か
に
展
開

さ
れ
る
。
唄
は
一
番
か
ら
八
番
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
一
番
だ
け
記
し
て
お
く
。 

 

第
一
番 

お
正
月 

 
 

代
か
き 

 
 

エ
ー
と 

こ
り
ゃ
御
亭
様
御
家
に
参
る
か
御
免
な
れ 
明
の
方
か
ら
大
田
植
小
田
植
苗
と
り
代
か
き
供
に
は
七
、
八
百
人

ば
か
り
舞
込
ん
だ 

ま
づ
も
っ
て
お
目
出
度
う
ご
ざ
る 

代
を
見
れ
ば
代
の
か
き
様
も
練
り
練
り
練
っ
ぱ
り
と
し
て
良
い
代
な
り 

姉

ァ
だ
姉
ァ
だ 

下
の
小
佐
の
小
柳
の
下
迄
十
六
七
の
姉
さ
ん
が
縫
じ
ら
し
を
ぶ
っ
揃
え
た
る
如
く
大
苗
小
苗
の
な
い
よ
う
に
ば
ら
ば
ら

ば
ら
と
や
っ
て
く
れ
ま
い
か
な
ぁ
姉
ァ
だ 
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唄 

一
、
お
正
月
の
こ
ら
や
ん
が 

お
目
出
度
う
な
ご
ん
で
み
な
祝
い 

 
 

 
 

二
、
え
び
す
大
黒
の
や
ん
が 

ち
ょ
う
お
し
さ
ん
の
さ
ん
が
で
な
祝 

 

 

３ 

瞽
女
・
祭
文
・
神
楽 

  

昭
和
十
五
年
頃
ま
で
、
越
後
瞽
女
が
よ
く
来
た
も
の
で
あ
る
。
盲
の
女
が
連
れ
の
女
に
手
を
引
か
れ
、
三
人
一
組
で
や
っ
て
き
て

は
、
三
味
線
を
弾
き
な
が
ら
唄
を
う
た
っ
て
門
づ
け
し
て
歩
い
た
。
ど
の
部
落
に
も
瞽
女
宿
に
な
る
家
が
あ
り
、
宿
に
泊
る
夜
は
、

附
近
の
人
を
招
待
し
て
芸
を
見
せ
た
。
聞
き
に
き
た
人
た
ち
は
ざ
る
を
廻
し
、
そ
の
中
に
銭
を
入
れ
て
返
し
た
。
瞽
女
は
毎
年
同
じ

組
が
来
る
の
で
、
宿
も
同
じ
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
仁
右
エ
門
の
瞽
女
」
と
か
「
太
助
の
ご
ぜ
」
な
ど
と
呼
ん
で
親
し
ん
で
い
た
。 
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祭
文
語
り
な
ど
も
同
様
で
、
宿
に
泊
り
、
附
近
の
人
た
ち
を
招
い
て
楽
し
ん
だ
。 

 
黒
鴨
に
神
楽
が
あ
っ
た
。
秋
の
取
入
れ
が
済
ん
で
か
ら
、
獅
子
を
持
っ
て
各
部
落
を
門
づ
け
し
て
廻
っ
た
。
一
行
に
は
太
鼓
・
笛
・

三
味
線
な
ど
が
あ
り
、
人
数
も
多
い
時
に
は
十
人
ほ
ど
に
も
な
っ
た
。 

 

黒
鴨
神
楽
の
舞
に
は
、
悪
魔
払
い
を
す
る
獅
子
舞
・
お
か
め
舞
・
ざ
と
う
舞
・
万
歳
・
和
唐
内
踊
り
・
鳥
さ
し
舞
、
そ
れ
に
、
阿

呆
舞
な
ど
が
あ
っ
た
。
舞
の
他
、
皿
ま
わ
し
・
バ
チ
ト
リ
な
ど
も
あ
り
、
賑
や
か
な
面
白
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
楽
は
明
治
の

末
、
実
淵
川
で
木
流
し
を
や
っ
て
い
た
頃
、
木
流
し
人
足
と
し
て
働
き
に
来
て
い
た
人
か
ら
習
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
次
に
、
神

楽
唄
を
一
つ
書
き
留
め
て
お
こ
う
。 

 
 

 

神
楽

か

ぐ

ら

と
書
い
た
二
文
字
は 

 
 

 

神か

み

楽た

の

し
む
と
読
み
た
ま
い 

 
 

 

神
も
喜
ぶ
よ
ホ
イ 

ア
ー
御
神
楽

み

か

ぐ

ら

よ
ホ
イ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

４ 

民
謡
シ
ン
ボ
エ
ー 

  

萩
野
に
、
民
謡
シ
ン
ボ
エ
ー
が
残
っ
て
い
る
。
昔
、
萩
野
寺
部
落
の
寺
僧
と
、
寺
の
門
前
の
娘
お
い
ち
と
の
恋
物
語
を
う
た
っ
た

も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

  
 

シ
ン
ボ
エ
ー 

 
 

 

弘
大
寺
に
虎
の
皮
を
着
せ
て
な 

黒
鴨
・
佐
藤
虎 

五
郎
唄
よ
り 
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千
里
走
れ
と
は 

や
さ
無
理
だ
と
エ
ー 

 
 

ソ
レ
ド
テ 

ド
ウ
シ
ン
ベ 

 
 

お
い
ち
が
こ
と
な
ら
何
で
も
よ
ご
ざ
ん
す
エ
ー 

  
 

シ
ン
ボ
エ
ー 

 
 

弘
大
寺
の
流
し
尻
を
見
も
せ
ば 

 
 

 

鯉
の
骨
な
ど
卵
の
か
ら
な
ど
エ
ー 

 
 

ソ
レ
ド
テ 
ド
ウ
シ
ン
ベ 

 
 

お
い
ち
が
こ
と
な
ら
何
で
も
よ
ご
ざ
ん
す
エ
ー 

  

こ
の
民
謡
は
、
一
時
萩
野
に
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
実
は
青
森
・
秋
田
・
新
潟
と
日
本
海
岸
沿
い
に
分
布
し
、

特
に
新
潟
県
下
に
多
い
こ
と
が
分
っ
た
。『
日
本
民
謡
大
観
』
な
ど
に
も
こ
の
唄
の
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
新
潟
県
魚

沼
郡
新
保
村
の
鶴
謡
山
広
大
寺
が
発
祥
地
で
、
安
永
の
頃
、
江
戸
で
唄
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
唄
の
始
め
の
「
シ

ン
ボ
エ
ー
」
と
い
う
の
は
、
新
保
村
の
名
が
織
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

「
シ
ン
ボ
エ
ー
」
の
発
祥
が
萩
野
で
は
な
い
に
し
て
も
、
安
永
年
間
（
一
七
七
二
～
八
〇
）
の
唄
が
現
在
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
唄
を
運
ん
で
き
た
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
と
共
に
、
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

５ 

民
話
と
伝
説 

  

「
む
か
し
あ
っ
た
け
ど
」
で
始
ま
り
、
「
と
う
び
ん
と
」
で
終
る
昔
話
は
、
子
ど
も
の
頃
、
よ
く
炬
燵
の
ま
わ
り
で
、
囲
炉
裏
の
そ

ば
で
、
そ
し
て
ま
た
寝
床
の
中
で
聞
い
た
。
語
り
手
は
、
そ
の
家
々
で
異
な
り
、
祖
母
の
場
合
、
祖
父
の
場
合
、
あ
る
家
で
は
母
の
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場
合
な
ど
で
あ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
同
じ
話
を
何
度
で
も
繰
り
返
し
せ
が
ん
で
聞
い
た
。
聞
く
の
は
大
抵
夜
で
、
日
中
む
か
し

話
を
せ
が
む
と
、
「
昼
間
む
か
し
語
る
と
、
鼠
に
小
便
か
け
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
、
断
ら
れ
た
。 

 

昔
話
は
色
々
あ
っ
た
が
、
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、
猿
聟
話
・
牛
方
と
山
姥
・
く
い
ご
こ
む
か
し
・
法
印
と
狐
・
笠
地
蔵
・
鼠
浄

土
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
殆
ど
の
人
が
知
っ
て
い
た
。
い
つ
、
誰
が
つ
く
っ
た
か
な
ど
一
切
分
ら
な
い
昔
話
は
、
口
か
ら
口
へ
と
語
り

継
が
れ
、
人
か
ら
人
へ
、
地
方
か
ら
地
方
へ
と
移
り
変
る
中
で
、
少
し
ず
つ
郷
土
色
を
帯
び
て
き
た
模
様
で
、
今
で
は
格
好
の
研
究

材
料
に
な
っ
て
い
る
。 

 

白
鷹
町
一
帯
に
も
数
多
く
の
昔
話
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
昭
和
四
十
五
年
二
月
発
行
の
、
滝
野
字
折
居
の
海
老
名
ち
ゃ
う
昔

話
集
『
牛
方
と
山
姥
』
（
步
田
正
編
）
や
、
同
四
十
六
年
十
月
発
行
の
、
貝
生
工
藤
六
兵
衛
昔
話
集
『
と
う
び
ん
と
』
（
步
田
正
編
）

な
ど
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

 

白
鷹
町
に
は
伝
説
も
亦
多
い
。
大
き
な
石
や
木
に
ま
つ
わ
る
話
、
寺
や
神
社
に
関
す
る
話
、
地
蔵
さ
ま
に
つ
い
て
の
話
、
清
水
の

由
来
な
ど
、
内
容
は
様
々
で
あ
る
が
、
伝
説
の
場
合
に
は
、
実
在
の
も
の
―
山
・
大
木
・
大
石
等
々
―
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
の
が

特
徴
で
、
歴
史
上
の
人
物
が
そ
れ
に
絡
ま
る
場
合
も
あ
る
。
神
秘
性
が
色
々
な
伝
説
を
生
み
だ
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
何
代

も
の
長
い
間
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
、
人
々
の
心
に
何
か
を
与
え
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
白
鷹
町
周
辺
の
伝
説
に
つ
い

て
は
、
荒
砥
高
等
学
校
社
会
ク
ラ
ブ
が
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
に
『
し
ら
た
か
の
伝
説
』
を
集
録
発
行
し
て
い
る
。 


